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しんぶんを通して、人の ・平和の ・話の など限りない に出会いたい…そんな を伝えていきます。   

（生活創造応援隊 一同） 
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  髙野 雅一 

福崎町の民俗学者、柳田国男氏の生家を尋

ねた時に出会った河童（河太郎・河次郎）さん

です。 

奥で兄の河太郎が睨んでいるようで、河次

郎が水中からの間歇出現がとてもユニーク

で、小さなお子さんと一緒になって和ませて

もらいました。 
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中播磨の行ってみたいこんなところをご紹介 

古民家レストラン～勢賀の郷～ 

神崎郡市川町下瀬加 

  
    
                        

 

 
  
 
 
 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 播但連絡有料道路市川南ランプから、県道 34 号 

線を車で走り東へ約７分。 

 寒凪の冬田道をのんびり行けば、そこは水車が回 

る古民家レストラン『いろり 勢賀の郷』です。 

この地域の名称「瀬加(せか)」が『播磨国風土記』 

に「勢賀（せか）」と記されているのに由来して、 

店名を決めました。 

 また、応神天皇(誉田天皇)が鹿や猪の狩りを行っ 

たとも記されています。 

 そんないわれのある所に建つ古民家(築 130 年)を懐かしの風情そのままに、梁や柱を残し

て新たに改築しました。 

 出迎えてくださったのは、店主の宮﨑好郎さんです。 

 宮﨑さんは、増えていく空き家を見て、村に明かりが灯らない状況を寂しく思い、自分の

生まれ育ったこの地域をどうにかして「元気にしたい」「活性化したい」、「高齢者の方の生き

がいとして働ける場所を目指したい」と、2019 年にオープンしました。ですから、従業員

の皆様も地域の方々です。 

 また、無理なく楽しくということを大切に、１日３時間ぐらいなら体力も持ち、働けるだ

ろうと営業時間は 11 時〜14 時 30 分までです。定休日も月・火・水曜日の週休３日。 

 現在、８人でローテーションを組んでおられます。 

                 「地元を元気にしたい」と強い思いから、地元農家の野菜

や、播州百日どり、タズミの玉子など地産地消にこだわり、

新鮮な農産物を料理して届けています。  

宮﨑さんは、「こんな田舎でも、ちょっと工夫すれば“田 

舎”ならではの将来像を描くことができる。これからも、 

もっと地域活性化のために頑張りたい」と仲間を募ってお 

られます。 

 

〜姫路城の心柱の木口写真によせて〜 

 店内には、昭和 34 年の姫路城の大修理の時、天守閣の心柱とす 

るために、市川町の笠形山から伐り出された樹齢 600 年の年輪を 

誇る木口や、写真なども展示されています。 

子供の頃、ここから姫路城まで大桧が引かれて行くのを旗を振り 

ながら観たものだと思い出話をしてくださいました。 

 他に、瀬加の観光名所なども紹介されています。 

 

 

 



令和５年３月号 vol.１０５ 

  3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

消費生活情報  ～くらしに役立つ情報をお届けします～ 

（１）友人からのもうけ話の誘い？～増える若者のマルチ商法～ 

 

 20 才代前半の若者に連鎖販売取引（マルチ商法）のトラブルが増加 

しています。 

 ●友人を紹介するだけで簡単にもうかるという甘い話は罠です。 

  信用しないようにしましょう。 

 ●身近な友人や知り合いから勧誘されても、はっきり断りましょう。 

 ●お金がないと断っても借金をして契約させられる時があります。 

  「契約しない」とはっきり伝えましょう。 

 ●マルチ商法は 20 日間のクーリング・オフ（無条件で契約解除できる）期間があります。 

  また、中途解約もできます。 

消費者へのアドバイス 

【事例】大学の友人から「今は暗号資産の時代。100 万円で暗号資産の販売組織に入り、知

り合いを勧誘すれば手数料も入る」と勧められた。お金がないと断ったが、消費者金

融で借りてもすぐに返済できると言われたので、100 万円を借りて契約した。しか

し、勧誘できずに困っている。 

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 
 ☎１８８     

 

〜天満神社の写真によせて〜 

天満神社 

 お店のすぐ前にある神社(瀬加の大宮・郡天神・瀬加の天神社)です。 

ここは羽柴秀吉も勝利祈願に参ったという由緒のある神社で神崎郡唯一 

の鎮座（神様がいらっしゃる）と書かれています。 

 

【生活創造応援隊】 梅本知恵子、玉谷康彦、筈井公美子 

 

（２）高齢者とそのまわりの方に気をつけてほしい消費者トラブル 10 選 

◆屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理” 

◆保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート” 

◆“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替” 

◆“スマホのトラブル”契約内容や操作を確認 

◆健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入” 

◆パソコンに警告表示“サポート詐欺” 

◆“架空請求”、“偽メール・偽 SMS”※SMS とはショート・メッセージ・サービスです。 

◆在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘” 

◆“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘” 

◆偽サイトなどに注意“インターネット通販” 
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兵庫県中播磨県民センター 県民交流室 県民課（消費者センター） 
 
〒670-0947 姫路市北条１-98 兵庫県姫路総合庁舎２階 

【電話】   【ＦＡＸ】  

【Ｅメール】  

【消費生活相談】消費者ホットライン 188 *最寄りの消費生活相談窓口につながります。 

【ホームページ】

～ 消費者教育出前講座のご案内 ～  
インターネットを介した架空請求や悪質商法等による被害が後を絶ちません。中播磨県

民センターでは、そんな消費生活トラブルについてお話しする講師を派遣しています！

（時間帯）平日 10：00～16：00（申込者の希望に対応します） 

（費 用）無料です。会場は開催団体でご用意下さい。 

（講 師）中播磨県民センター県民交流室県民課 消費者教育推進員 

※詳細は、中播磨県民センター県民交流室県民課（下記連絡先）まで 

お問い合わせください。 

あなたの『地域づくり活動」を応援します！ 

～令和５年度活動団体募集～ 
◆募集事業◆ 

①中播磨地域づくり活動応援事業（一般枠） 

   地域の課題解決につながる取り組みや、地域の活性化のために行う事業。また、中播

磨の伝統文化や郷土史、食文化など「地域の文化」を、青少年を中心に伝える取り組み

等で、中播磨の魅力を次代に伝える事業や、管外の人が地域の人と交流等を行う事業。 

②カーボンニュートラル推進事業（カーボン枠） 

   食品ロス削減や植林等の環境活動などカーボンニュートラルを推進する取り組みやイ 

ベント等を行う事業。 

③DC・万博推進事業（万博推進枠） 

   大阪・関西万博に向けた機運醸成やひょうごフィールドパビリオン、SDGｓに関す 

る取り組み等により、ひょうごフィールドパビリオンの展開の推進につながる事業。 

④銀の馬車道魅力 UP 事業（銀馬車枠） 

日本遺産に認定された「銀の馬車道」を題材とした取り組みや地域の活性化につなが

る事業。 

⑤子育て応援事業（子育て枠） 

   子育て親子の交流等の取り組みや子育てに係るイベント等で、子育て家庭の支援につ 

なげるために行う事業。 

◆対象団体◆ 

  中播磨地域で活動している自治会、子ども会、まちづくり協議会、NPO 等 

◆助成金額◆  

１団体あたり 5 万円～50 万円 

※10 万円以上の助成金を申請する団体は、5 月下旬に開催予定の 

地域づくり活動支援委員会（公開審査）で事業内容を説明していただきます。 

◆申込期間◆ 

令和５年４月３日（月）～4 月 24 日（月）17 時必着 

◆問い合わせ先◆ 

中播磨県民センター県民交流室県民課  住所：〒670-0947 姫路市北条 1-98 

電話：   FAX：  

 

 




